
�� �����������
目

次

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の

数

(

選
挙
管
理
委
員
会)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
改
正

(

同

)

二

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
報
告
書
等
の
閲
覧
等
に
関
す
る
規
程
の

一
部
改
正

(

同

)

三

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
少
額

領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正

(

同

)

三

○
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
の
指
定

(
同

)

三

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

１
令
和
元
年
６
月
３
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数

1,679,386人

２
総
数
の
50分
の
１
の
数

33,588人

３
総
数
の
３
分
の
１
の
数
(そ
の
総
数
が
40万
を
超
え
80万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
40万
を

超
え
る
数
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
､
そ
の
総
数
が
80万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
80万
を
超
え
る
数
に
８
分
の
１
を
乗
じ

て
得
た
数
と
40万
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
)

( ) 令和元年６月14日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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郡
上

市

本
巣

市

飛�
市

瑞
穂

市

山
県

市

可
児

市

各
務

原
市

土
岐

市

美
濃

加
茂

市

恵
那

市

羽
島

市

瑞
浪

市

中
津

川
市

関
市
・
美
濃
市

多
治

見
市

高
山

市

大
垣

市

岐
阜

市

選
挙

区
名

35,312

42,935

20,759

42,528

22,988

94,899

121,331

48,505

42,513

42,265

55,771

31,421

65,357

90,521

93,223

75,144

147,391

338,877

総
数
(人
)

11,771

14,312

6,920

14,176

7,663

31,633

40,444

16,169

14,171

14,089

18,591

10,474

21,786

30,174

31,075

25,048

49,131

112,959

３
分
の
１
の
数
(人
)

加
茂

郡

揖
斐

郡

安
八

郡

不
破

郡

養
老

郡

羽
島

郡

海
津

市

下
呂

市

41,825

56,832

20,003

28,474

24,433

39,061

29,373

27,645

13,942

18,944

6,668

9,492

8,145

13,021

9,791

9,215
309,924人

４
岐
阜
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
別
の
総
数
及
び
３
分
の
１
の
数

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号

岐
阜
県
選
挙
執
行
規
程(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

第
三
十
七
条
第
一
項
中｢

用
紙
に
記
載
し｣

を｢

原
稿
用
紙(

県
委
員
会
が
提
供
す
る
電
磁
的
記
録

(

電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作

ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。)

を
含
む
。

以
下
同
じ
。)

に
記
載
し
、
又
は
記
録
し｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

裏
面｣

を｢

書
面
に
よ
る
掲

載
文
を
添
付
す
る
と
き
は
、
当
該
写
真
の
裏
面｣

に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
中｢

黒
色
の
色
素
に
よ
り
記
載
し｣

を｢

無
彩
色
で
記
載
し
、
又
は
記
録
し｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

若
し
く
は
第
八
項｣

を
削
り
、｢

、
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項｣

を｢

若

し
く
は
第
二
項｣
に
、｢

で
記
載
し｣

を

｢

で
記
載
し
、
又
は
記
録
し｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

記
載
し｣

を｢
記
載
し
、
又
は
記
録
し｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中｢

記
載
し
よ
う｣

を｢

記
載
し
、

又
は
記
録
し
よ
う｣

に
、｢
を
記
載
す
る
部
分｣

を｢

の
部
分
に
係
る
面
積｣

に
、｢

用
紙｣

を｢

原
稿

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和元年６月14日 ( )２



社
会
福
祉
法
人
サ
ン
・
ビ
ジ
ョ
ン
介
護
付

有
料
老
人
ホ
ー
ム
ジ
ョ
イ
フ
ル
岐
阜
駅
Ⅱ

社
会
福
祉
法
人
サ
ン
・
ビ
ジ
ョ
ン
介
護
付

有
料
老
人
ホ
ー
ム
ジ
ョ
イ
フ
ル
岐
阜
駅

社
会
福
祉
法
人
サ
ン
・
ビ
ジ
ョ
ン
介
護
老

人
福
祉
施
設
ジ
ョ
イ
フ
ル
岐
阜
駅

名
称

岐
阜
市
高
砂
町
１
丁
目
17番
地

岐
阜
市
高
砂
町
１
丁
目
17番
地

岐
阜
市
高
砂
町
１
丁
目
17番
地

所
在

地

用
紙｣

に
、｢

記
載
す
る
こ
と｣

を｢

記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
こ
と｣

に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中｢

第
三
十
七
条
又
は｣

を｢

第
三
十
七
条
若
し
く
は｣

に
、｢

記
載
し
た｣

を

｢

記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
し
た｣

に
、｢

第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
り｣

を｢

掲
載
文
を｣

に
、｢

文

字
の
記
載｣
を｢
掲
載
文
の
記
載
又
は
記
録｣

に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
中｢
修
正
し
よ
う
と
す
る
と
き
は｣

の
下
に｢

原
稿
用
紙
に｣

を
加
え
、｢

記
載
し
直

し
た｣

を｢

記
載
し
直
し
、
又
は
記
録
し
直
し
た｣

に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条

削
除

第
四
十
四
条
中

｢

第
百
六
十
八
条
第
一
項
又
は｣

を

｢

第
百
六
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は｣

に
、

｢

第
八
十
六
条
第
九
項
又
は｣

を｢
第
八
十
六
条
第
九
項
若
し
く
は｣

に
、｢

又
は
候
補
者｣

を｢

又

は
当
該
候
補
者｣

に
、｢

第
九
十
一
条
第
一
項
又
は｣

を｢

第
九
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は｣

に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
元
年
六
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号

政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
報
告
書
等
の
閲
覧
等
に
関
す
る
規
程(
平
成
二
十
年
岐
阜
県
選
挙
管
理

委
員
会
告
示
第
百
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

第
八
条
中｢

日
本
工
業
規
格｣

を｢

日
本
産
業
規
格｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
号

政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
関

す
る
規
程(

平
成
二
十
二
年
岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

第
十
八
条
中｢

日
本
工
業
規
格｣

を｢

日
本
産
業
規
格｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢日

本
工
業
規
格
Ａ
列
四
番
｣

を｢日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

公
職
選
挙
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た

の
で
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

指
定
す
る
施
設
の
名
称
等

( ) 令和元年６月14日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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令
和
元
年
六
月
十
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


